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第１章第１章第１章第１章    札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって    

第１第１第１第１    基本基本基本基本計画計画計画計画のののの目的・内容目的・内容目的・内容目的・内容等等等等    

札幌市は、「市民、事業者、そして市が連携・協力してまちづくりを担い、豊かで活力ある地域社会の

発展に寄与すること」を目的に、「札幌市市民まちづくり活動促進条例」(以下「促進条例」といいます。)

を施行しています。 

札幌市市民まちづくり活動促進基本計画（以下「基本計画」といいます。）は、この目的の実現に向け

促進条例第７条に基づき、市が市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために策定するもので、その内容については、同条２項において、市民まちづくりに関する目標、市民

まちづくり活動の促進のための施策等としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この基本計画は市が取り組む施策・事業などを体系的にまとめた「行政計画」ですが、まちづ

くり活動の主体が市民であることを踏まえると、市民まちづくり活動に取り組む団体をはじめ、広く市

民と共有していく必要があります。 

 

 

 

  

【札幌市市民まちづくり活動促進条例】【札幌市市民まちづくり活動促進条例】【札幌市市民まちづくり活動促進条例】【札幌市市民まちづくり活動促進条例】(平成19年12月13日制定。20年4月1日施行) 

（目的） 

第１条 この条例は、市民まちづくり活動の促進について、基本理念を定め、市民（札幌市自治基本条例（平成１８年条

例第４１号）第２条第１項に規定する市民をいう。以下同じ。）、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民

まちづくり活動の促進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が連携・協力してまち

づくりを担い、豊かで活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

（市民まちづくり活動促進基本計画） 

第７条 市長は、市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民まちづくり活動の

促進に関する基本計画を策定しなければならない。 

２ 市民まちづくり活動促進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 市民まちづくり活動に関する目標 

(2) 市民まちづくり活動の促進のための施策に関する事項 

(3) 前２項のほか、市民まちづくり活動の促進に関する重要事項         ※第３項～第５項省略 
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第２第２第２第２    基本基本基本基本計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

この基本計画は、札幌市のまちづくりの最高規範である自治基本条例第23条に基づき制定された促進

条例を推進するものとして策定するものです。 

また、自治基本条例第17条に定める札幌市のまちづくりの計画体系では、幅広い分野にわたる総合計

画として最上位に位置付けられる「札幌市まちづくり戦略ビジョン」

1

の個別計画に位置づけられます。 

札幌市の市民まちづくり活動促進を総合的に推進する計画であることから、対象分野は幅広く、関わ

りのある各分野の関連計画とも整合性を図っています。 

【札幌市市民まちづくり活動促進基本計画と条例、他の計画等との関係】 
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 <ビジョン編>を平成25年(2013年)２月策定。<ビジョン編>に掲げる目指すべき都市像の実現に向けて、主に行政が優先的・集中的に取り組む

ことを示した<戦略編>を同年10月に策定。この中で戦略的に取り組む３つのテーマを掲げている(「暮らし・コミュニティ」、「産業・活力」、「低

社会・エネルギー転換」) 

【札幌市自治基本条例】【札幌市自治基本条例】【札幌市自治基本条例】【札幌市自治基本条例】(平成18年10月3日制定。平成19年4月1日施行) 

（総合計画等） 

第17条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。※第２項～４項省略 

（市民によるまちづくり活動の促進） 

第23条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるために、市民によるまちづくり活動に対して、その自主性と自

立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備するものとする。 

※第２項省略 

((((個別計画）個別計画）個別計画）個別計画）    

札幌市市民まちづくり活動促進基本計画札幌市市民まちづくり活動促進基本計画札幌市市民まちづくり活動促進基本計画札幌市市民まちづくり活動促進基本計画    

札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン札幌市まちづくり戦略ビジョン    

((((総合計画総合計画総合計画総合計画))))    

主な関連計画 

 

・札幌市国際戦略プラン 

・さっぽろ子ども未来プラン 

・札幌市地域福祉社会計画 

・札幌市教育振興基本計画 

 

 

 

 

 

札幌市市民まちづくり活動促進条例 

札幌市自治基本条例 
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第３第３第３第３    基本基本基本基本計画策定の経緯計画策定の経緯計画策定の経緯計画策定の経緯    

１１１１    基本基本基本基本計画計画計画計画が策定されるまでが策定されるまでが策定されるまでが策定されるまで    

札幌市では平成 10 年（1998 年）に札幌市基本構想を制定し、市民の公益的な活動の促進の必要

性を掲げました。平成 13 年（2001 年）には市民委員による議論なども経て「市民活動の促進に関

する指針」を定め、以後、この考え方に沿って市民活動に関する施策を進めてきました。具体的に

は、平成 15 年（2003 年）に利便性の良い札幌駅北口に、相談や活動の場の提供など、市民まちづ

くり活動の総合的な支援拠点施設として市民活動サポートセンターを開設しています。 

このように市民まちづくり活動への支援基盤が整備されるなかで、平成 18 年（2006 年）に札幌

市自治基本条例が制定されました（平成19年（2007年）施行）。自治基本条例は、市民のまちづく

りに参加する権利を定めるとともに、第23条において、『市は、市民との協働によるまちづくりを

進めるため、市民によるまちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援

を行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備する』と規定しています。 

これに基づき、平成 19 年（2007 年）に促進条例を制定（平成 20 年（2008 年）施行）、平成 21

年に基本計画（以下「第１期基本計画」といいます。）を策定し、現在の市民まちづくり活動促進施

策の基本的な方向性を定めました。 

２２２２    第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程第２期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定過程    

第１期基本計画は概ね５年経過後の見直しを想定し、各種の成果指標も平成25年度を目標に設定

しています。そこで、札幌市では平成26年度以降も引き続き市民まちづくり活動の促進に係る施策

を総合的、計画的に実施するために、平成26年度～平成30年度を対象期間とする第２期の基本計

画（以下「第２期基本計画」といいます。）を策定することとし、平成25年（2013年）６月13日、

札幌市市民まちづくり活動促進テーブルに、その基本的方向性について諮問し、同年12月３日に答

申を受けました。 

また、第２期基本計画の検討にあたっては、市民まちづくり活動団体・市民に対するアンケート

やワークショップを実施し、市民の意見を反映するよう留意しました。 

  


